様式第8号(第9条関係)

粕屋町営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)承認・不承認通知書

年　月　日
団地 　　　　　　号
様

粕屋町長

　　　　年　月　日付けで申請がありました町営住宅駐車場使用料の減免(徴収猶予)について、次のとおり
· 承認しましたので通知します。
· 不承認としましたので通知します。
ただし、減免（徴収猶予）期間中であっても、町長が必要ないと認めた場合は、取り消すことがあります。

１　承認の内容
· 使用料の減免
	現在の駐車場使用料
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	減免の額
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	減免後の駐車場使用料
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	減免の期間
	年　　月から　　年　　月まで


· 使用料の徴収猶予
	納付すべき駐車場使用料
	　　　　　　　　　　円

	徴収猶予する期間
	年　月から　　年　月まで

	徴収猶予期間満了後の使用料の
納付方法
	· 一括
· その他（　　　　　　　　　　）



２　不承認の理由
	


（教示）
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により当該決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に粕屋町に対し、審査請求をすることができます。
